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平成２８年第５回邑南町議会定例会議事日程（第５号） 
 

平成２８年６月１５日（水）午前９時３０分開議  
 
 開議宣告 
 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 一般質問 
 
日程第３ 議案の討論、採決  
 

議案第７０号 専決処分の承認を求めることについて 
（ 邑南町税条例等の一部改正 ） 

 
議案第７１号 専決処分の承認を求めることについて 

（ 邑南町国民健康保険税条例の一部改正 ） 
 
議案第７２号 専決処分の承認を求めることについて 

（ 邑南町固定資産評価審査会委員会条例等の一部改正 ） 
 
議案第７３号 専決処分の承認を求めることについて 

（ 平成２７年度邑南町一般会計補正予算第９号 ） 
 
議案第７４号 専決処分の承認を求めることについて 

（ 平成２７年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第５号 ） 
 
議案第７５号 専決処分の承認を求めることについて 

( 平成２７年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算
第４号 ) 

 
議案第７６号 専決処分の承認を求めることについて 

（ 平成２７年度邑南町簡易水道事業特別会計補正予算第５号 ） 
 
議案第７７号 専決処分の承認を求めることについて 
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部改正について 
 

議案第８０号 邑南町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 
 
 
議案第８１号 町道路線の廃止について 
 



3 
 

議案第８２号 町道路線の認定について 
 
議案第８３号 平成２８年度邑南町一般会計補正予算第１号について 
 
議案第８４号 平成２８年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号につい

て 
 
議案第８５号 平成２８年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第

１ 
号について 
 

議案第８６号 平成２８年度邑南町簡易水道事業特別会計補正予算第１号につい
て 

 
議案第８７号 平成２８年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第１号について 
 
議案第８８号 平成２８年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第１号について 
 

 
日程第４ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 
  議案第８９号 財産の取得について 
 
日程第５ 閉会中の継続審査・調査の付託 
 
日程第６ 議員派遣について 
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平成２８年第５回邑南町議会定例会（第５日目）会議録 

平成２８年６月１５日（水） 

―― 午前９時３０分開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開議宣告 

●議長（辰田直久） おはようございます。えぇ、定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。えぇ、先日、あぁ、昨日８番大屋議員の一般質問に対する答弁におきま

して、服部総務課長から訂正の申し出がございましたので、これを許可したいと思いま

す。 

●服部総務課長（服部導士）  

●議長（辰田直久） 服部総務課長。 

●服部総務課長（服部導士） えぇ、昨日の８番議員さんの答弁で誤った箇所がございまし

たので、えぇ、修正をお願いしたいと思っております。えぇ、内容は水道料の私債権と

議決につきまして、えぇ、援用の措置を行った場合、議会の議決が必要であるとお答え

をいたしましたけれども、正式には援用の申し出があった場合は、えぇ、時効は直ちに

成立いたしますので、議会の議決は不要でございまして、えぇ、債権放棄をする場合に

議会の議決を必要としております。またあのぅ、一般質問の中で議員さんの話もござい

ましたように、えぇ、この債権放棄につきましては、えぇ、条例にゆだねるという解釈

もございまして、えぇ、ルール化するなど柔軟に対応していきたいとは思っております

けれども、地方自治法に違反しないようにですね、えぇ、慎重に研究してまいりたいと

思っておりますのでよろしくお願いします。 
●議長（辰田直久） はい、以上服部総務課長から発言の訂正がございました。えぇ、改め

まして、本日の会議を開きます。本日の議事日程は予めお手元に配布したとおりでござ

います。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

●議長（辰田直久） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。８番大屋議員、９番

中村議員お願いをいたします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２  一般質問 

●議長（辰田直久） 日程第２、一般質問。昨日に引き続き一般質問を行います。通告順位

第９号、宮田議員登壇をお願いいたします。 
●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） ６番、宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） えぇ、６番宮田博でございます。皆さん、おはようございます。え

ぇ、今回の一般質問は通告書を出す段階で手違いがございまして、一番最後の質問者と

なってしまいました。えぇ、今議会では、えぇ、災害対策そして２０２０年の東京パラ

リンピック招致についての質問がたくさんございました。えぇ、私も同様の質問を通告
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しておりましたので、重複するところもあろうかと思いますが、まぁ、なるべく論点を

変えて議論が進められればと思っております。えぇ、さて、今回の議会でいろいろと議

論が進んでおります。東京パラリンピックの招致、えぇ、この開催地の東京都では、ま

ぁ、前代未聞と言ってもいいような珍事が起きておりますが、まぁ、それはさておき、

昨日の議会で町長のほうから、えぇ、この招致に伴うホストタウンの登録ができたと、

あぁ、決まったという報告がありました。えぇ、大変喜んだところでございます。えぇ、

昨日帰っておりますと、神田恵介さんから、まぁ、神田さんについては後ほど詳しくご

案内しますが、さっそく電話がありまして、今新聞社の取材を受けたと、まぁ、よかっ

たなあというお祝いをいただきました。で、それに終わらず、じゃあ次の活動に移ろう

でというような勢いでございます。えぇ、そういったところでこれからこの事業が前向

きにどんどん進んでいけばいいなというふうに思っているところでございます。えぇ、

今回は１点目は、えぇ、まぁ、ああして近年大きな被害を出しております自然災害、ま

ぁ、異常気象による災害の防止対応について、えぇ、それから、まぁ、これには２５年

８月の災害の検証も若干ふれてみたいと思っております。えぇ、そして２点目、えぇ、

邑南町みんな幸福プランの取り組みの中、今回は２項目、先ほど話をしております東京

パラリンピックの合宿の招致の取り組み。そしてもう１点はひとり一人の力が発揮され

る地域活動の促進、この２点について。そして３点目はまぁ、本町はああして多方面か

らいろんな角度で注目をいただいておりますが、えぇ、邑南町がどのように評価をされ

ているのかということについて、えぇ、通告書に沿って質問を進めてまいりたいと思い

ます。えぇ、まず、異常気象等による災害防止への対応についてでございます。えぇ、

近年はああして異常気象と言われる気象状況が、まぁ、頻繁に発生しているように思い

ます。まぁ、この気象庁のホームページを見まして、異常気象の定義というものを見て

みましたら、えぇ、過去３０年の気候に対して著しい偏りを示した天気というふうに書

いてありました。私もよく分かりません。まぁ、しかしああして２５年の８月の豪雨災

害を始め、昨年は８月の中旬から、えぇ、９月のじゅうじゅ、あぁ、じょ、上旬まで、

えぇ、平年の２倍を超える豪雨があって、まぁ、田んぼの稲の収穫には大変大きな支障

をきたした、というような現象があったり、さらに今年の冬の豪雪、えぇ、台風並みの

強風というものが度々発生をしております。まぁ、このような自然災害に対してどのよ

うに対応、あるいは注意をはかっていくべきか、ということの質問をさしていただけれ

ばと思います。えぇ、まず、２５年８月災害の復旧作業、まぁ、これは２７年度末をも

って完了したと思っております。そして、えぇ、携わられました関係各課の職員の皆さ

ん、大変お疲れさまございました。えぇ、この豪雨災害は一部の地域に、特に石見地域

に集中して発生したと思っております。まぁ、そのため被害の少なかった地域では防災

に対する認識も薄いようなお話も伺うことがございます。また、えぇ、一方では激甚災

害を受けられた地域も復旧作業が終わって、まぁ、一安心というふうに、この安ど感も

持っておられます。えぇ、そこでですね、えぇ、まぁ、この復旧作業というのは、まぁ、

当初本町は改良型復旧というものを要望したんですが、えぇ、原型復旧事業が採用され、

元の形での復旧ということで終わってしまいました。で、過去にも、まぁ、これもあっ

てはならないことですが、そういった災害の箇所がですね、えぇ、再び被害を受ける、

いわゆる再度災害というものも何度か発生をしております。まぁ、そこで、えぇ、今回
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のそういった災害の後等々ふまえて危険箇所、本町が危険箇所と把握しているもの、そ

してそれを町民の皆さんへ、どのように注意喚起を図っているのかということでござい

ます。えぇ、復旧を終えた箇所は仮に、仮の話ですが同規模程度の洪水があったときに、

再度災害の発生というものは起こり得るのか、まぁ、それはもう新しい工法だから大丈

夫だよというようなことなのか、えぇ、また再度発生の災害の発生の危険性、あるいは

危険箇所の把握と当該地区の、その住民の皆さんへの周知というものはどのようにされ

ておりますでしょうか。 

●土崎建設課長（土崎由文） 番外 

●議長（辰田直久） 土崎建設課長 

●土崎建設課長（土崎由文） えぇ、災害復旧工事で、えぇ、修正した、直した箇所がまた、

再度災害にあうかどうかというお尋ねでございますけども、一応あのぅ、事業的には国

の示す工法において復旧をしておりますので、えぇ、災害に対してはそれ相当の耐久力

というものは有しておるというふうに思っております。えぇ、ですので可能性としては

あるかも知れませんけども、そんなに頻発するということはないというふうに考えてお

ります。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） 番外。 

●議長（辰田直久） 朝田危機管理課長。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） はい、危険箇所等につきましては、土砂災害防止法第６

条に基づきまして、島根県が邑南町内の土砂災害警戒区域１,８２１箇所を指定しており

ます。この土砂災害警戒区域には３種類がございまして、土石流警戒区域が８６３箇所、

急傾斜警戒区域が９４１箇所、そして地滑り警戒区域が１７箇所となっております。こ

れら警戒区域につきましてはハザードマップに表示し、平成２７年４月に町内各世帯に

お配りするとともに、ホームページ上でも公表しているところでございます。自宅が警

戒区域に該当している場合は、そのことを常日頃から心にとめ、大雨等、災害が予測さ

れる場合には早めの避難や、身を守る行動をとっていただきますようお願い申し上げま

す。これまでお配りいたしました邑南町防災安心の教科書ですとか、邑南町ハザードマ

ップは、普段はなかなかご覧になることはないかとも思いますけれども、いざという時

の備えとしてぜひご覧いただくとともに、目のつく場所で保管いただきたいと考えてお

ります。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） えぇ、今の答弁の中にもあったかも知れませんが、いわゆるそうい

った１，８００余りの、公証に基づく防災の危険を含む箇所、そういったものの防災事

業的なものはこれから段階的に、あるいは危険度等々によって進められていくものでし

ょうか、どうでしょうか。 

●土崎建設課長（土崎由文） 番外 

●議長（辰田直久） 土崎建設課長 

●土崎建設課長（土崎由文） えぇ、危険箇所に対する防災事業の施工についてのお尋ねで

ございますけども、えぇ、県が示しております、ええと、警戒区域等につきまして、例

えば公共施設でありますとか、重要施設がある場合については県のほうの砂防事業で復
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旧を、施業してまいりますけども、特にあのぅ、民間等の事業につきましてはご要望に

より事業に該当する場所については防災事業を施工することができます。また渓流対策

などにつきましては、町のほうから県に対して順次お願いをしておるところでございま

す。以上でございます。 
●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） えぇ、まぁ、今の計画、これも災害というのはやはり忘れたころに

やってくる、そして、えぇ、時ならん時にも最近は起きてくるというようなことで、や

はりあのぅ、町民の皆さんへの周知あるいはパトロールそしてまたいろんな計画という

ものはきめ細かく折をみて、ご案内がいただければと思うところでございます。えぇ、

次の質問に移りますが、えぇ、本町はまぁ、ああして、ご案内のように県下１９の市町

村の中で、えぇ、８番目の広大な面積４２０平米、平方キロメートルを有しておると思

います。そしてその大半がまた山林であるということ、そして、えぇ、町道についても、

えぇ、６００キロの延長、非常に膨大な道路、あるいは所有の面積の管理というものを

していかなければならない、まぁ、状況、これの管理にしろ、大変だということは十分

に理解ができます。えぇ、先ほど来、話しておりますように、異常気象等々による強風、

豪雪、あるいは豪雨等による被害もたくさん発生しておるのはご案内のとおりでござい

ます。えぇ、今年の冬にも倒木による道路の閉鎖、孤立、えぇ、停電というものもあり、

また農業施設にも甚大な被害が発生しているのが事実でございます。えぇ、またもう１

点では近年は、えぇ、空き家あるいは手入れがされずに放置をされている山林等の樹木、

まぁ、これが公道に張り出したり、あるいは隣の家を侵害したりということもたくさん

あるように見受けております。えぇ、そしてまた２５災の、いわゆる災害の時の倒木処

理、場所によっては未だにまだ道路のほとり、あるいはえぇ、ガードレールにまたがっ

たまま放置されていると、まあいうようなところも見受けられます。えぇ、そこで、道

路や人家への降雪、風雪による倒木、豪雨等による崩壊予防対策ということで質問、あ

ぁ、通告しておりますが、まぁ、これはあのぅ、過去にも出したと思います。今日はあ

のぅ、お手元にこういうカラー刷りの、えぇ、邑南町がホームページに載せております、

道路の安全管理にご協力くださいという、これはまぁ、ホームページから出したんです

が、えぇ、ここにも書いてありますが、民法の７１７条、まぁ、これは土地の、あるい

は工作物の占有者、あるいは所有者の管理責任を問うたもんでございます。えぇ、まぁ、

これを早速のしていただき、併せて道路法の４３条、まぁ、いわゆる道路法の適正な管

理という法律についても、えぇ、裏面のほうにのしていただいております。えぇ、そこ

で、えぇ、町として、えぇ、これまでにですね、あのぅ、こういったホームページ以外

に何かこういった事項、えぇ、皆さんへ、そういった関係者の方へ注意喚起をすると、

いうような手段をとっているのか、あぁ、もう１点、続いてまぁ、同じように、例えば

その占有者、所有者が、えぇ、どうしてもこれは明らかに見て、求償権に値するような、

いわゆる撤去を願うような事象だということで、まぁ、法的な対応をとられた事例があ

るのか、お答えをいただきたいと思います。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） 番外。 

●議長（辰田直久） 朝田危機管理課長。 
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●朝田危機管理課長（朝田誠司） えぇ、今年の１月２３日からの大雪での積雪量は、瑞穂

淀原で町の観測史上最高の１０２センチを記録し、また２４日正午までの２４時間降雪

量が７４センチと全国１位の積雪量を記録いたしました。幸いにも家屋の倒壊等はござ

いませんでした。平成２５年７月１日に邑南町空き家等の適正管理に関する条例が施行

され、町広報誌及びホームページにより条例制定を周知いたしました。この条例に基づ

き町に相談のあった空き家は、今年６月１日時点で、２０件ございます。内訳は、道路

に面している危険な空き家が１７件、雑草等が繁茂している状態の空き家が２件、周囲

の風景に悪影響を与えているものが１件でございます。いずれも現地調査を行ったうえ

で管理台帳に記載しているところです。相談のあった空き家２０件についての対応でご

ざいますが、個人の財産に係ることでありまして、例えば相続人同士で意見が対立して

いる場合もあり、ケース毎に幅をもった対応を行っているところでございます。個人の

財産に係ることでありまして、条例第３条で規定する空き家所有者は、自らの責任で管

理しなければならない事を基本といたしまして、空き家管理者に対して助言としまして

適正な管理をして頂くよう文書を送付しております。内容につきましては、瓦などの建

築資材の落下、飛散などにより通行人や隣の家屋に被害を及ぼした場合は、損害賠償な

ど所有者等の管理責任が問われますので、至急、建物の状態を確認し、今後の処置につ

いて連絡をして頂きたいといった内容でございます。こうした、あのぅ、道路等に面し

危険な空き家１７件の内、ご理解を頂き解体をして頂いた空き家が７件、ネットの設置

など何らかの処置をして頂いた空き家が４件でございまして、未処置ものが６件の状態

ですが、今回の雪等により倒壊したものはございません。また、その６件の所有者に対

しましても強風などにより瓦などが飛散する可能性があるので、適切な管理をして頂く

よう、文書により通知をしているところでございます。なお、あのぅ、こうした処置が

なされない所有者に関しましては、引き続き対応いただくまで、粘り強く文書送付等に

より説得をし続ける必要があると考えております。 

●土崎建設課長（土崎由文） 番外 

●議長（辰田直久） 土崎建設課長 

●土崎建設課長（土崎由文） えぇ、倒木除去に関して所有者さんにお願いを、どのような

方法でしてるか、ということと法的に措置をとったことがあるか、というお尋ねでござ

います。えぇ、まず、ええと、主にお願いはホームページで今までしておりましたが、

今後はですね、広報誌でありますとか、ケーブルテレビ、防災無線などを利用して積極

的に広報を行っていきたいというふうに思っております。それと所有者さんへの法的措

置でございますけども、今までのところないというふうに承知しております。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） えぇ、先ほどのあのぅ、危機管理課長の答弁で、ちょっと私、聞き

洩らしたかも知れませんが、えぇ、当事者が民間同士の場合もこれはたとえば行政とし

てなんらかの関与ができるもんなんでしょうか。それともそれには、えぇ、民法上関与

ができないよということなのでしょうか。その点をもう１点お願いします。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） 番外。 

●議長（辰田直久） 朝田危機管理課長。 
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●朝田危機管理課長（朝田誠司） はい、只今あのぅ、申し上げましたのは、邑南町空き家

等の適正管理に関する条例に基づいた措置でございます。これいわゆる、あのぅ、危険

と思われる家屋、それに対してあのぅ、まぁ、所有者さんの管理を適正に行っていただ

く、あのぅ、まぁ、解体等の措置もとっていただくということで、えぇ、通知、助言を

さしていただいているところでございます。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） ええと、あのぅ、ちょっと写真がちさくて分かりにくいかも知れま

せんが、あのぅ、お手元のこの写真でですね、えぇ、横にこう、たながっているような、

倒れかかっている、これは多分松の木だと思いますが、まぁ、これはあのぅ、下にもコ

メントがあるように、緊急措置として、えぇ、おそらく伐採をされる対象の物だと思い

ます。で、その上にですね、ちょっと赤い矢印でしていら、あのぅ、もらっております

けど、これもおそらく松じゃあないかなあと、あのぅ、思います、あのぅ、少し先の、

えぇ、山肌に見えますが、で、これらは緊急措置の対象になるのかどうかということと、

それとまぁ、あのぅ、措置をした場合のこの伐採した木というものはどういうふうに処

理をするのか、えぇ、この点についてお願いをいたします。 

●土崎建設課長（土崎由文） 番外 

●議長（辰田直久） 土崎建設課長 

●土崎建設課長（土崎由文） 危険と判断する木についてのお尋ねでございますけども、え

ぇ、やはりこれは、あのぅ、現場で実物を見てですね、あのぅ、危険かどうか、今すぐ

に倒れるかどうかいう等々の判断をさしていただくということで、ございまして、あぁ、

もしまぁ、これが枯れ松でありますと、何かこう危険なような感じがしますけども、そ

ういった状況をですね、実際見さしていただいて、で、現場で検討して対応したいとい

うふうに思っております。で、伐採いたしました木についてでございますけども、基本

的にはあのぅ、えと、その現場に残置すると、おかしていただくというふうに、あのぅ、

考えております。 
●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） はい、まぁ、あのぅ、たぶん以前の答弁もそのようにあったと思い

ます。まぁ、これはあのぅ、えぇ、県道、国道においても実は同じように大きな木が倒

れれば、そこで切ってそのまま放置して、腐れるのを待っているというような状況にあ

ります。が、最近あのぅ、崩落事故があってからですね、あのぅ、国の方はそのへんの

管理も若干変えたのかなと、そういったものも石とか、落石とか一緒にですね、撤去し

ているケースをよく見かけるようになっております。まぁ、ですが、まぁ、町のほうも

これも先ほど言いましたように、６００キロというような、総延長のある町道ですので、

まぁ、これを即やりなさいということではありませんが、まぁ、何らかの助成金等々も

模索していただきながら、まぁ、適正な管理をしていただければと思います。それとこ

の写真で、まぁ、ちょっと見にくいんですが、あのぅ、えぇ、左側に道路の一番さきっ

こに実はこれはあのぅ、かなり大きな木が生えている場所なんです。で、まぁ、申し上

げたいのは、これがあのぅ、法面に仮に、えぇで成長した木であれば、次の道路法の４
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４条等々にいわゆる管理者の責任にあたる対応なのかなと、ちょっと写真で見にくいか

も知れませんが、まぁ、そのあたり、それとまぁ、４４条っていうのが、おそらく非常

にこれを適用して条例を作っている市町村がほとんどないんかも知れませんが、まぁ、

そのあたりのところを説明いただければと思います。 

●土崎建設課長（土崎由文） 番外 

●議長（辰田直久） 土崎建設課長 

●土崎建設課長（土崎由文） えぇ、道路法４４条に対するおたずねでございます。道路法

第４４条は、道路に隣接する土地について、道路から２０ｍ以内の区域を沿道区域とし

て指定し、道路の構造や道路の交通に及ぼす危険を防止するため、道路管理者が沿道区

域に指定した土地の所有者に対し、損害や危険を防止する施設を設置することや、措置

を講じる義務を課すことができるとした規定でございます。えぇ、例えば、並木又は密

生した樹木が道路のそばにある場合、また道路に隣接して採石場等危険地域がある場合、

その土地の所有者や施設の管理者に対し道路管理者が予防的措置をとらせる事が出来る

規定でございます。また、４４条の第４項では、道路管理者は沿道区域に指定された土

地の所有者に損害予防義務を命ずることが出来るとしており、土地の所有者に義務の履

行を期待するだけではなく、道路管理者が積極的に自己の権限として措置命令が出せる

規定となっています。したがいまして、沿道の土地所有者に相当な負担をかけることか

ら、区域指定はいたしておりません。ちなみに、島根県道路維持課に指定の実績につい

て問い合わせましたところ、県も指定はしていないということでございました。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） はい、まぁ、あのぅ、非常に難しい対応ということは理解ができま

す。またあのぅ、先ほどの放置の、されてるような森林、手入れがされていないような

森林、えぇ、中にはしたいんだが金がなくてということも聞きます。やはり撤去費用あ

るいは伐採、まぁ、高所作業車等々調達したりと、いろんな問題があろうかと思います。

まぁ、これも繰り返しになりますが、財政も厳しい中で行政の負担というわけにもいか

ない、これも民間の対応をするのが原則ではありますが、まぁ、そういったところもな

んらかの補助事業を、模索していただければと思うところでございます。それともう１

点、あのぅ、まぁ、こういったあのぅ、呼びかけ同じようにまぁ、島根県で一番広い面

積を持っております益田市も出しておりますが、若干本町とちがって、こうかみ砕いた

ようなコメントも出ておりますので、やはり、えぇ、条文というのは非常に分かりにく

いところがあろうかと思いますので、少し注釈を加えたもので出していただければ、ま

た理解も深まるかなという気がいたしております。では次の質問に移らしていただきま

す。えぇ、質問の通告では、邑南町みんな幸福プラン、邑南町地域保健福祉計画の取り

組みついてと、題うっておりますが、まぁ、これは東京パラリンピック合宿の誘致の取

り組みについて、えぇ、が一応メインと思っております。まぁ、これも、えぇ、これの

計画の中の８５ページにあります、障がい者計画、障がい者福祉計画、この中で今年は

東京パラリンピックの合宿の、招致をするということが掲げてございます。で、新年度

のスタートと同時に、早速東京パラリンピック合宿招致推進室も設置され、えぇ、積極

的な取り組みの姿勢が示されております。まぁ、今議会にも、えぇ、東京パラリンピッ
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ク合宿招致に伴う邑南町交流、交渉団の派遣事業、これも上程をされておるところでご

ざいます。えぇ、冒頭に神田恵介さんと言われる方の話をしましたが、えぇ、まぁ、井

原地区では、あぁ、実はこの神田さんがＵターンされた後から、えぇ、この方は日本ノ

ルディックフィットネス協会の公認のインストラクターの資格を持った、えぇ、奥さん

と両方でですね、えぇ、お方でございます。で、当初は公民館を中心にノルディックの

いろんなご指導をされておりました。そして今では町内のいろんな地域で幅広くご指導、

そして普及をしておられます。で、昨年の４月にはおおなんノルディックウォーキング

クラブも立ち上げておられまして、まぁ、私もそのメンバーなんですが、えぇ、まぁ、

公民館を中心として、まぁ、井原公民館では毎月、えぇ、その他でもいろいろと教室も

開催されて、えぇ、頻繁に積極的に活動になっていると思います。えぇ、井原の地区別

戦略ではノルディックウォーキングの町、邑南町づくりという事業も提案もしておりま

す。そして、えぇ、１２月には、えぇ、ご案内のようにおおなんチャリティーノルディ

ックウォーキング大会も開催され、えぇ、町のこのカレンダーそして、えぇ、等々にも

こういった写真まで掲載をして、えぇ、いただいております。そこで、えぇ、まぁ、こ

の活動っていうのは、実はこのキャンプ地の誘致の話が事業計画に盛り込まれる以前か

ら当然しておりました。で、ノルディックウォーキングの発祥の地がフィンランド共和

国でしたので、えぇ、これは今回の合宿の招致っていうのが、そういったところを意識

されて決定されたのかなあと、いうふうに神田さんと言っとりましたら、どうもたまた

ま偶然だったようでございます。で、さっそく先月５月の２８日、２９日には、えぇ、

招致へのキックオフイベントの第１弾として、えぇ、ノルディックウォーキング、２８

日にはアクティビティリーダー、これはあのぅ、インストラクターの神田さんをサポー

トする、まぁ、指導者では一番ランクの下の分ですね。えぇ、まぁ、これの検定があり

まして、えぇ、２２名の挑戦者がございました。まぁ、私事ですが私も挑戦をさしてい

ただきました。で、運よく全員が合格をされております。そして２９日の荻原健司さん

の教室におきましても、雨の中ではございましたが、えぇ、１５０人を超す参加者がご

ざいました。えぇ、その教室には東京の稲城のノルディックウォーキングクラブからも、

わざわざ１０名の方が、あぁ、おいでになっておりました。まぁ、このクラブっていう

のは、あのぅ、神田恵介さんがもと代表努めておられた、まぁ、実質立ち上げられたよ

うなクラブでございます。えぇ、そしてまた、あぁ、私も実行委員の一人として、えぇ、

数回の会議等々も開催しながら、このイベントの盛り上げをはかったという思っており

ます。ただ、ちょっと皮肉になるかも知れませんが、キックオフというふうに銘打って

のイベントではありましたが、えぇ、担当課の、職員さん数名の参加はありましたが、

顔があまり見えなかったなというのが実行委員会の感想でございます。やはりこういっ

た事業は行政と町民一体、いわゆる邑南町総力というような形で取り組むべきではない

だろうかなという気がしました。えぇ、そこでまず、庁舎内におけるこういった事業の

共有、連携というものはどのように図られていたのでしょうか。 

●能美生涯学習課長（能美恭志） 番外 

●議長（辰田直久） 能美生涯学習課長。 

●能美生涯学習課長（能美恭志） えぇ、議員お尋ねのキックオフイベントのそういう、連

携の対応についてというご質問だと思います。えぇ、議員おしゃったように、先月行い
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ましたキックオフイベントイン邑南第１弾につきましては、おっしゃったとおり、荻原

健司さんの講演会とノルディックウォーキング認定講習会、また実演会、えぇ、そして

生涯学習課としましては、フィンランドまつりでフィンランドの文化を知るトークショ

ーや小物づくり、ゴールボールの体験会など、えぇ、生涯学習課のみならず保健課、そ

れから町民課と連携をとりまして、また地域の皆さん、おっしゃったようにおおなんノ

ルディックウォーククラブのみなさん、それから矢上高校吹奏楽部、そして矢上高校美

術部、石見中学校美術部の生徒の皆さんにも協力をいただきました。そして出雲市のフ

ィンランド協会にもご協力していただいて、えぇ、開催することができております。え

ぇ、また今月１８日、１９日に行います、ゴールボール選手によります試合や体験会、

今準備をしておりますが、これにつきましても、第２弾ということで、えぇ、パラリン

ピックキャンプ地の誘致実行委員の、皆さんはもちろんのこと福祉課や社会福祉協議会

と、社会福祉協議会では本日午後から、えぇ、事前の対応の学習会ということも計画を

しております。福祉課や社会福祉協議会と連携をして行うように予定を今組んでおると

ころでございます。まぁ、パラリンピックキャンプ地誘致実行委員会の構成員に各課課

長が入っておりますので、連携を強めて、えぇ、推進してまいりたいというふうに思っ

ております。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） まぁ、あのぅ、おおよそ想定をしたような答弁でございましたが、

まぁ、えぇ、当日はあのぅ、多くのメディアさんも来ておられましたし、まぁ、私はあ

のぅ、えぇ、公民館じゃあないです、この改善センターですかいね、えぇ、後援会のほ

う、等々のイベントには参加をしておりませんでしたので、えぇ、ちょっとウォーキン

グのことだけを申し上げたかも知れませんが、まぁ、いずれにいたしましても、この盛

り上げ方っていうのは、もう少し工夫もいるのかという気がいたしております。えぇ、

ちなみにあのぅ、先ほどご案内をしました稲城ノルディックウォーキングクラブも、早

速こういったふうにホームページに邑南町へ来たという事やら、それからいろんな、え

ぇ、まぁ、荻原健司さんの講演が、失礼ですが予想以上に大変楽しかったとか、まぁ、

いろんな香木の森周辺のこととか、あのぅ、ホームページで書いていただいております。

そしておおなんノルディックウォーキングクラブのホームページでも事細かくいろんな

これ４ページぐらいになりますけど書いていただいて、えぇ、盛り上げようという意欲

がみえるところでございます。えぇ、まぁ、そういったところで、このウォーキングに

対する意識も町民のいろんな方々から非常に高まっていると、先ほどこのインストラク

ターのアクティビティリーダーの試験もですね、かなり高齢の方が、えぇ、まぁ、高齢

の方いうて、私も７０近くなったんですが、あぁ、もうちょっと上の方が、えぇ、参加

をしておいででございます。あのぅ、普段歩かれる時はこう腰が若干まがってるかなと

思うんですが、やはりこうきちっとこう姿勢を正してですね、やられるというようなこ

とでまぁ、合格もされて喜んでいるとこですが、このノルディックをいわゆる予防医療

につながるということで、まぁ、フィンランド共和国に行かれるとまたいろんなそのへ

んのお話もあろうかと思います。が、それをこのそういった意味合いで、予防医療とい

うような意味合いで、この推進を図るというようなお考えはありませんでしょうか。 
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●日高保健課長（日高誠） 番外 
●議長（辰田直久） 日高保健課長。 

●日高保健課長（日高誠） えぇ、ノルディックウォーキングについて多少あのぅ、効果と

か、あのぅ、説明をさしていただき、あのぅ、知ってる知識は限られますが、あのぅ、

紹介さしていただきたいと思います。あのぅ、まぁ、議員が言われたように、ノルディ

ックウォーキングはですね、８０年前、クロスカントリースキーの夏場のトレーニング

として、フィンランドで始まっております。現在、世界４０ヶ国を超える国で行われて

おりまして、そのフィンランドでは成人人口の２０％にあたる８２万人もの方が、日常

的に実施されておると聞いております。それであのぅ効果的に、効果はですね、ポール

を使うことで全身の筋肉をたくさん刺激することで、普通のウォーキングよりエネルギ

ーの消費量が２０％も増加して、体力づくり、スタミナアップ、減量などにも効果的と

言われております。また、あのぅ、上半身もしっかり使うことで、肩や首のコリの解消、

それから肩甲骨の可動域の改善にも有効と言われております。で、保健課といたしまし

ても、その年齢・性別・身体能力に関わらず、誰でも手軽に取り組めるスポーツである

ことから、健康づくり・介護予防の取り組みの一つのツールといたしまして、活用して

いきたいと考えております。あのぅ、まぁ、先ほど言われましたように、昨年の１２月

のプレ大会から協力さしていただきまして、えぇ、２月にはわくわく健康フェアで神田

さんに来ていただいて実技指導もしていただきました。で、当日もあのぅ、講習会であ

るとか講演会のほうのお手伝いをさしていただいておりますので、あのぅ、健康づくり

の一つのツールとして今後ともいろんなとこで活用さしていただきたいとは考えており

ます。  

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） はい、あのぅ、まぁ、正にその通りだと思います。えぇ、まぁ、当

日のあのぅ、講師に蛯名麻耶さんと言われる方、まぁ、これはあのぅ、いわゆる講師の

中では一番上のランクの方なんですが、えぇ、この方はまぁ、フィンランドに４年ぐら

い留学もされて、そして、あのぅ、仙台市がこのフィンランドの非常に友好関係をもっ

て、いろんな産業等々も取り組んでおる。まぁ、そこへ招へいされて今そこにおいでの

方なんですが、お話の中に、フィンランドでは自分の健康は自分で守るというのが鉄則

だそうです。で、先ほど課長の話もありましたが、まぁ、総人口が５００、約２０万人

ぐらいな国です。えぇ、話の中では人口よりトナカイの数がおいいというような話もご

ざいました。で、えぇ、非常に病院等も遠隔地にあるから、えぇ、とにかく元気で死を

を迎えるというのが鉄則だそうでございます。えぇ、井原地区に出しました戦略の中で

も、このフィンランド共和国の格言をご紹介をしておきます。えぇ、書きましたものを

ご紹介しておきますが、健康であることは個人の義務であり美徳である、というのがフ

ィンランドの格言だそうでございます。まぁ、私どももあやかりたいと思っているとこ

ろでございます。えぇ、冒頭にも、しましたが、あぁ、まぁ、神田さんからもこのいわ

ゆるホストタウンの登録の祝いの電話に合せて、えぇ、次のステップというのは、えぇ、

邑南フィンランド協会、これは仮称でございますが、これを、はあ、７月には目途にや

ろうでというような積極的なお話までいただいております。えぇ、またえぇ、関係課の



14 
 

ほうにもご相談を申し上げたいとは思っております。えぇ、そして、えぇ、今回のこの

交渉団の派遣事業のこの配られました中、４月１３日元フィンランド大使長谷川憲正氏

指導と書いてございますが、えぇ、実はこの方を最高顧問、この邑南のフィンランド協

会の顧問になってくれんかとお願いしたら、快く承諾をしていただいたというふうなお

話も、えぇ、受けております。まぁ、ご紹介をしますと、長谷川憲正氏は郵政官僚から

フィンランド大使を務められて、そして参議院議員になっておられます。まぁ、そこで

えぇ、荻原健司さんもちょうどその時期参議院議員だったということで、えぇ、この神

田さんは、長谷川憲正さんの第一秘書をしておられた関係でまぁ、非常に友好が現在ま

で続いているというようなことで、えぇ、ご案内をいただいております。まぁ、そうい

ったところでこのフィンランドとのはやり事業、まぁ、とにかくこれからはお互いを知

る、フィンランドにも邑南町を知っていただく、邑南町もフィンランドを知るというこ

とが、より重要だからなあ、そっちのほうがんばろうでとまぁ、いうようなご指導も仰

いでおります。共にこれの実現に向けて邁進できればと思うところでございます。えぇ、

次に移らしていただきますが、えぇ、ひとり一人の力が発揮できる地域活動の推進とい

うことで出しております。まぁ、これもこの計画の中にありましたが、えぇ、アンケー

トに対して、いわゆる災害時など非常時の救助や支援を、という回答がまぁ、非常に多

くの方から寄せられているように載っておりました。まぁ、そこで、まぁ、例えば自治

会の防災対策等々におきましても、そういった要支援者、よう、あのぅ、支援者の方は

非常に個人情報的には、センシティブな情報を抱えておられる方がほとんどでございま

す。で、えぇ、名簿を作るとかということが非常に困難というようなこともございます。

えぇ、そこで、そういった体制、非常時の救助をするための体制っていうものは、どの

ようにすればいいのか、ということについて質問をいたします。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） 番外。 

●議長（辰田直久） 朝田危機管理課長。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） えぇ、災害発生時における、高齢者、障がい者など災害

時要配慮者の避難誘導、安否確認につきましては、共助の力が必要不可欠と考えており

ます。自主防災組織の皆さんとともに、地域内の状況を良く知る民生委員さん、そして

消防団等の皆さんが、平常時においてしっかりと協議、確認をしておく事がとても重要

と考えております。こうした体制が地域の中でしっかりとれますよう、町も協議に加わ

り、体制整備に努めていきたいと考えております。なお、６月２２日には、石見中央自

治会の役員の皆さんと一緒に、災害時要配慮者等の避難誘導、安否確認の体制等につい

て協議をする予定にしております。他の自治会等でも協議をされる際には是非我々職員

をお呼びいただき、一緒に体制整備に努めたいと考えております。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） まぁ、あのぅ、答弁の言われるところは分かるんですが、要はあの

ぅ、日中ですね、今在宅されている人っていうのは非常に限られていると思うんですよ。

で、災害っていうのはいつ起きるかわからない。そういった時にどこのうち、まぁ、小

さい集落でしたらおおよそ把握はしていると思いますけど、えぇ、そういった細かい例

えばそれが名簿等々での公表ができるものかどうか、その点はどうでしょうか。 
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●朝田危機管理課長（朝田誠司） 番外。 

●議長（辰田直久） 朝田危機管理課長。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司） えぇ、災害時要支援者名簿でございますが、これにつき

ましては町は整備しておりますけれども、これにつきましては原則として本人の同意が

ない限り、災害発生時もしくは、えぇ、正に災害発生が予測される事態に至らない限り、

本人同意のない場合は援護支援者に開示できないこととされてございます。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） えぇ、確かにあのぅ、一般論ではそうだと思います。ですが、あの

ぅ、個人情報保護法というのが例外規定がありますよね。緊急時の対応っていうことも

あります。で、あのぅ、まぁ、同意というのはおそらくそれを取得しとるときにきちん

と説明をして、同意をこれはこうこうで、えぇ、公表しますよということが同意、あの

ぅ、とれていれば私は問題ないんじゃあないかなと思います。で、まぁ、いずれにして

も限られた、人材で対応にあたるということが起きるかと思いますので、また一つ掘り

下げた検討もしていただきたいと思います。えぇ、最後の質問に移らしていただきます。

えぇ、邑南町はどのように評価されているかというような、分かったようなわからんよ

うな質問を出しておりますが、まぁ、これは順番を少し変えさしていただきまして、え

ぇ、福祉の町をもっと強調すべきではないかということでございます。で、ここで申し

上げたいのはまぁ、本町における障がい者福祉の取り組みというのは、障がい者基本法、

昭和４５年の５月に制定されておりますが、それよりも以前の２年も前、えぇ、昭和４

３年の４月に、当時のくるみ学園、現在の邑美園が開園して、まぁ、その他にも現在で

は多くの福祉関連施設があることはご案内の通りだと思います。えぇ、先般緊急に調査

をしていただきました。えぇ、高齢者の対象の施設が町内で２８施設、えぇ、障がい者

の関係の方の施設が９施設、えぇ、生活保護、まぁ、救護施設、これはまぁ、あのぅ、

さつきの園さんですね、まぁ、１施設。あと、児童福祉の関係では、保健所、保育所、

えぇ、保育園、９施設。全部で４７ございます。で、ここで利用されておられる方が、

１，１２６人。で、そこで従事されておる方、従業者の方１，０３７名。で、邑南町の

４月１日の人口に対する利用者の割合が約１割ですね。１０％になります。そして、え

ぇ、就業者のこの数、これはあのぅ、平成２２年のデータしかちょっとよう見つけませ

んでしたので、えぇ、５，９４２人というデータがありましたが、まぁ、これに比例し

ますと、えぇ、１７．５％、こういった福祉の施設でも働いていただいているというこ

とでございます。えぇ、今回の議会でもいろいろとフィンランドの話が出ております。

やはりフィンランドの福祉を重視する国との友好、そこで、えぇ、日本における福祉の

先進の町というふうな、何か強調するようなアピール策はないものでしょうか。えぇ、

そしてその次、邑南町はどのように評価されていますかということですが、まぁ、ああ

して、えぇ、社会動態人口の増加等々も増えておる、非常に喜ばしいことでございます。

行政視察も多い等々の中で、えぇ、邑南町の評価がどのようになっているのか、えぇ、

一つ町長のほうからご回答いただければと思います。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 
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●石橋町長（石橋良治） えぇ、最初のあのぅ、福祉の町をもっとアピールすべきではない

かということでございます。で、議員今おっしゃったように、ハード面では非常に邑南

町は立派なものがたくさんあります。えぇ、そしてそれに伴う、様々なそのマンパワー、

頑張っていらっしゃるわけであります。えぇ、まぁ、それは当然、あのぅ、大事にして

いきたいと、こう思うんですが、あのぅ、まぁ、福祉の町という形でアピールするのが

いいのか、今あのぅ、時代は少しまぁ、なんて言いますかね、物質主義から幸せのまち

づくりみたいな形へ進んでますよね。私も実は先般あのぅ、東京大学の名誉教授の神野

直彦さんの講演会に、ちょっと勉強に行ってまいりました。あのぅ、東京都の荒川区が

ですね、音頭をとって、幸せリーグっていう形で、各自治体に呼び掛けて１００以上の

自治体が加盟している、邑南町も初めて私はまぁ、参加を、加盟をしたわけであります

けども、いわゆるアメリカ型からヨーロッパ型へということで、アメリカはとにかく物

質主義、拝金主義。でもアメリカも今、たいへんそういう点は反省してるという、今日

ニュースも出てましたですよね。やっぱりあのぅ、福祉というのはやはり最終的にはい

かに誰もが幸せ感を感ずるかというとこだと思うんですよ。で、その幸せ感ももちろん

個人の感じ方もそれぞれある、それも大事。そして二つ目には自分の周りの方々にどれ

だけ、あのぅ、幸せ感を与えているかということですよね。そして三つ目にやっぱり地

域全体で幸せ感をいかに持ってるか、まぁ、そんな観点からやっぱり幸せ、で、この幸

せっていうのはどちらかというと主観的な、今までは感じ方なんですけども、荒川区の

すばらしいのは、あのぅ、それを指標にしてるっていうことです。えぇ、まぁ、そこを

我々も少し勉強していきたいなあと思ってるんですが、えぇ、まぁ、数年前には邑南町

の暮らし満足してますかっていうアンケートをとりましたけども、まぁ、あのぅ、アバ

ウトではありましたが、８０数％の方が満足している、あるいは非常に満足していると

いう回答でした。じゃあそこをどういうふうに幸せのところへ分析していくかというこ

とが大事であろうというふうに、まぁ、思ってます。ですから、あのぅ、福祉の町をア

ピールするのは当然ですけども、その先の、あのぅ、誰もが幸せになれる町、幸せを感

ずる町邑南町と、まぁ、こんなキャッチフレーズを私は考えていきたいなとこう思うん

です。まぁ、そのためにも幸せ度、幸せ度、世界でもトップクラスのフィンランド、こ

こにやっぱり学んでいきたいなあと、まぁ、こういう意味で今回も勉強しにいきたいな

あと、交流を深めたいなあとこう思っております。えぇ、それから二つ目のまぁ、いろ

んな方々にどのように評価されてるかということでありますが、あのぅ、行政視察で、

まぁ、議会のほうの行政視察について私も承知をしておりませんが、まぁ、首長さんを

中心としたあのぅ、行政マンの視察について私も何回か出てますが、あぁ、まぁ、正直

言ってそこまで徹底してやってるのかと、そしてまぁ、こういうこと、ああいうことや

ってるから、なるほど人口も増えてるのだなあということで、まぁ、納得して帰ってい

ただいたり、驚いて帰っていただいたりしてる自治体が多いなと、まぁ、こう思ってま

す。まぁ、そういうところが少しでも広がっていけばいいのかなと思っておりますし、

ＵＩターン者の方々に対する評価はこれは私全体ではつかんでませんが、おそらく定住

コーディネーターあたりはある程度感じていると思います。でも、あのぅ、今ネットの

時代でして、例えば邑南町に帰ってきた、あるいは直接Ｉターンに入ってきた方々が、

邑南町つまらんということになれば、すぐネットで、もうこんな町つまらんよ、来ても
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だめだよってことになるでしょうし、あるいは良ければおいでおいでっていうことにな

るんでしょうけども、まあまあ社会増になってきているということになると、意外とそ

の輪、いいよっというその輪が広がっているのかなあとまぁ、こんな思いがしてます。

えぇ、町政座談会での評価っていうのはほとんど評価いただいておりません。あのぅ、

正直言ってここは、ほんとうに陳情要望のたぐいもおゆうございますし、職員がんばっ

てるね、あるいは社会増でいいねっていう評価はほとんどないんですね。まぁ、それは

そういう場だから致し方ないかも知れませんが、まぁ、私は逆にちょっとＰＲもさして

いただいてるというとこでございます。 

●宮田議員（宮田博） 議長。 

●議長（辰田直久） 宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） はい、あのぅ、確かに言われるように徹底した施策、まぁ、これは

非常にいいことだと思います。そしてやはり風評、先ほどまぁ、私は福祉の先進という

話をしましたが、言われてみればそうですし、やはり幸せを感じる町っていうのはほん

とに重要だと思います。まぁ、そういったところで、まぁ、何らかの形でこれが、えぇ、

これからおいでになる方、あるいはここに住んでいる者等々がですね、共通した幸せが

感じるようなまちづくりにこれからも邁進をしていただければと思っております。まぁ、

えぇ、町長は初日に１１番議員さんの力強い質問にですね、力強く、えぇ、４選出馬を

表明されておられます。他の議員さんからも先ほど申されたような手腕、高く評価をさ

れて、そして引き続き町政にということのエールを送っておられます。まぁ、私ももち

ろん同じ気持ちでございます。そこで、まぁ、あのぅ、町長とは年はまぁ、同じぐらい

ですが、頭のほうの見かけも中身も全く違う立派な方でございますんで、どうぞ健康に

留意をされてしっかりと、これからのきびしい行政の手腕を、かじ取りをとっていただ

ければと思うところでございます。えぇ、ちょうど時間もきたようでございますので、

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

●議長（辰田直久） 以上で宮田議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に入らせ

ていただきます。再開は午前１０時４５分とさせて頂きます。 

―― 午前１０時３０分 休憩 ―― 

―― 午前１０時４５分 再開 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第３ 議案の討論・採決 
●議長（辰田直久） 再開をいたします。日程第３、議案の討論、採決。これより、議案の討論、

採決に入ります。始めに、議案第７０号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はあり

ませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７０

号に賛成の方の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 
●議長（辰田直久） はい全員賛成、したがって、議案第７０号、専決処分の承認を求めること

につきましては、承認をすることに決定をいたしました。 

●議長（辰田直久） 続きまして、議案第７１号に対する討論に入ります。始めに、反対討論は 

ありませんか。 

●大和議員（大和磨美） １番 

●議長（辰田直久） １番、大和議員 

●大和議員（大和磨美） 私は、議案第７１号の専決処分の承認について、反対の立場で意見を

述べます。今回の国民健康保険税条例の一部改正により、低所得者層の負担軽減にはなってい

るものの、加入者間での調整が行われているだけであって、国庫負担が増えたわけではありま

せん。加入者の負担を減らし、国保財政を安定したものとするためには、国庫負担率を引き上

げすべきです。また、専決処分としておられますが、加入者への周知をする努力は可能な限り

すべきと考えます。以上の理由により私は今議案に反対いたします。 

●議長（辰田直久） 次に賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 反対討論はありませんか。 
●亀山議員（亀山和己） 議長 

●議長（辰田直久） １２番、亀山議員。 

●亀山議員（亀山和己） 私は議案第７１号に反対の立場で討論いたします。先ほどの１番議員

さんの反対理由とは多少違いますので、ここで討論さしていただきます。この度の専決は、

国の制度が変わることによって専決でされたわけでありますが、もともと国民健康保険法に

よりますと、第７６条の２項では、市町村によるこの保険料の賦課期日は、当該年度の初日

とするとあります。ということは４月１日で付加をしていかなければならないという、取り

決めもあるわけでありますが、この度の改正が、の内容が分かったのは１月２９日の平成２

８年政令第３３号で、国民健康保険法の施行令の一部が改正されたことが原因になっており

ます。したがって、この度の専決処分でこのことがなされたということは、いとまがなかっ

たとは考えにくいと考えられるわけであります。それともう１つは、この国保税は邑南町が

国保税として徴収するわけで、国保料で町する場合もありますが、もともと国民健康保険の

改正がもとであっての、国保料なり国保税でありますので、料と同じような手続きでやはり

事前に運営審議会に諮り、３月の定例会ではその条例を決めることも可能と思います。仮に

国の施行が４月１日、公布が３月３１日、施行が４月１日とありましても、邑南町の税条例

をそれに準じて３月３１日の公布、４月１日の施行とすれば問題はないはずです。これまで

は、専決でずっとこれまでされておりましたが、やはりこの保険者に負担を与える、それか

ら会計の方、国保会計の方にも影響することであるなら、専決でなしに事前の手続きができ

るよう、執行部の方へ努力を求めたいという意味から、この第７１号に対してを私は反対を
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いたしたいと思います。どうか皆さま方のご同意をいただきたいと思います。 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７１

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手多数） 

●議長（辰田直久） 賛成多数、したがって、議案第７１号、専決処分の承認を求めることにつ

きましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７２号に対する討論

に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７２

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７２号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７３号に対す

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７３

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７３号、専決処分の承認を求める 

とつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７４号に対する討 

論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７４

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 



20 
 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７４号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７５号に対す

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７５

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７５号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７６号に対す

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７６

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７６号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７７号に対す

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７７

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７７号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７８号に対す

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７８

号に賛成の方の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 
●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７８号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、承認することに決定をいたしました。続きまして、議案第７９号に対す

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第７９

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第７９号、邑南町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては原案のとおり決定をい

たしました。続きまして、議案第８０号に対する質疑に入ります。始めに、反対討論はあり

ませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８０

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８０号、邑南町証人等の実費弁償に

関する条例の一部改正につきましては原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案

第８１号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８１

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８１号、町道路線の廃止につきまし

ては原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第８２号に対する討論に入ります。

始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 
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●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８２

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８２号、町道路線の認定につきまし

ては原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第８３号に対する討論に入ります。

始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８３

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８３号、平成２８年度邑南町一般会

計補正予算第１号につきましては原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第８

４号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８４

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８４号、平成２８年度邑南町国民健

康保険事業特別会計補正予算第１号につきましては原案のとおり決定をいたしました。続き

まして、議案第８５号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８５

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８５号、平成２８年度邑南町国民健

康保険直営診療所事業特別会計補正予算第１号につきましては原案のとおり決定をいたし

ました。続きまして、議案第８６号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませ

んか。 
（「ありません」の声あり） 
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●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８６

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８６号、平成２８年度邑南町簡易水

道事業特別会計補正予算第１号につきましては原案のとおり決定をいたしました。続きまし

て、議案第８７号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８７

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８７号、平成２８年度邑南町下水道

事業特別会計補正予算第１号につきましては原案のとおり決定をいたしました。続きまして、

議案第８８号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第８８

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第８８号、平成２８年度邑南町電気通

信事業特別会計補正予算第１号つきましては原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第４ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

●議長（辰田直久） 日程第４、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。本日、町長

から、議案第８９号、財産の取得についての議案が提出されましたので、これを議題といた

します。提出者から提案理由の説明を求めます。 
●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 
●議長（辰田直久） 石橋町長 
●石橋町長（石橋良治） 議案第８９号の提案理由をご説明申しあげます。議案第８９号、財産

の取得についてでございますが、これはスクールバス１台を購入しようとするものでござい

ます。詳細につきましては学校教育課長から説明をさせますのでよろしくお願いします。 
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●日高学校教育 課長（日高始） 番外。 
●議長（辰田直久） 日高学校教育課長。 
●日高学校教育課長（日高始） 議案第８９号についてご説明申しあげます。今回取得予定のス

クールバスは市木線の車両でございます。現在運行している車両は平成１６年度に購入した

もので走行距離は５６万キロを超えておりまして、老朽化による修繕も少なくなく、国のへ

き地児童生徒、援助費等補助金を財源に新しく更新しようとするものでございます。購入予

定の車両はドライブレコーダーを装備した座席数２１席、定員数２９人のスクールバスでご

ざいます。外観には町のマスコットキャラクターであるオオナンショウをラッピングするこ

とで、より親しみやすいものとして仕上げようとするもので、車体の色は今年４月１日から

運行開始いたしました、口羽矢上線と同じ青色の塗装をいたします。先般５月２７日に指名

競争入札により、９４８万２千４００円で島根県農業協同組合島根邑智地区本部本部長 日

高みつひろ氏が落札し、仮契約をしたところです。なお、落札率は８２．９３％でございま

した。以上、財産の取得をしたいので地方自治法第９６条１項、及び邑南町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例、第３条の規定によりまして議会の議決

を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

●議長（辰田直久） 以上で、提出者からの提案理由の説明を終わります。これより、議案第８

９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。８番、大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、まず契約の相手先について教えていただきたいんですが、３月

議会の時の、農産物の集出荷場等についての指定管理の契約は、島根県農業協同組合代表理

事組合長さんということで、委員会で本部長とはできないのか、という時にできないという

ことで話がありました。今回の契約はなぜ本部長とできるのか、が１つ。それと入札金額に

ついて電子入札であれば、入札された方のすべての業者名と金額がわかるんですが、参考に

業者名は結構ですので、２番手、３番手の方の金額がわかれば。あの比較的８２．９３％っ

ていう低額の入札でしたので参考までにその他の金額を教えてください。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） まず、契約の相手方の件でございますけれども、邑南町の場合、

地元の事業所の指名競争入札を優先をしておりまして、ということになりますと農協の場合、

本来は松江の島根県農業協同組合が相手方になろうと思っておりますけれども、ただ入札上

は町内にある事業所との契約を基本としておりますので、そのために地区本部が契約の対象

となっております。そのために契約をする以上、農協の中ではきちんと整理をされていると

思っております。それと入札、公表の内容でございますので、ただ今手元に資料がございま

せんので必要ならば休憩を申し入れたいのですが。 

●議長（辰田直久） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） 金額を聞きましたのは、指名競争入札ですんで、指名する相手の中に

今の農協がふさわしいかどうか。先ほどあったとおり、全県下のような大きな農協になりま
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したし、本来は組合のために事業をするってことで法律上、大変優遇されている組織です。

それが組合以外に対して、町なり車を売るってことは当然、他の民間業者に比べればあきら

かに有利性が高いのではないのか。で、ちなみに他の金額はどうですかっていうのは、そこ

をちょっと知りたかったとはあるんですが。町は当然、農協の組合じゃありませんし、本来

組合に対して事業をするところと一般の民間業者っていうのは守られている法律も違う。税

法上も違うってことは、妥当な競争になりえない。特に今の農協は大きくなって、特に大企

業になっている中に、町内に営業所はあるけれど、それが本当に町内企業の育成とかにつな

がるのか。その今の農協を指名された根拠なり、その指名審査会でそういう話はなかったの

か。そういう問題点は無いのか教えてください。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長。 

●服部総務課長（服部導士） 申しましたように、今現在の指名業者につきましては、本町内に

事業所を要する事業所について指名の対象としておりまして、いちをなんら問題もないとい

うことで審査会の中でも承諾を得ております。ただ、この物品については紙入札をとっとり

まして、件数もこれだけでなくてたくさんのものがございまして、町内のあらゆる扱ってい

らっしゃる業者についてもですね、機会は設けておりまして他のものにつきましても、他の

業者がたくさんとってらっしゃるのが現状です。 

●議長（辰田直久） はい、大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） 以前から入札方法に対して工事については電子入札で透明性が高い

ですが、その他は紙入札って従来通りの入札でやられて、それは業者が大変、金額も小さい

こともあるし、業者も零細なために負担が大きいってことがあったんだと思います。でもそ

う思えば、今の農協っていうのは全然大企業なわけで、その紙入札を維持する理論からいけ

ば、外されるべき業者でもあるとも思うんです。そういう意味でもう一度そのあたり本当に

今の農協が、特に組合に対してもっと仕事をすべきだっていう世間からの批判を浴びている

中で、こういう町の仕事を組合以外のものを取ってくるのがいいのかっていうのは、指名の

対象としてふさわしいかどうかはまた検討していただければと思います。 

●議長（辰田直久） 服部総務課長。 

●服部総務課長（服部導士） 紙入札のものは、確かにおっしゃるように農協自体は大きな組織

でございますけれども、同じように入札に参加いたします地元の小さな町工場につきまして

もそれに該当してきますので、それは小さい業者も一緒に入札に参加していくためには、や

はり条件は少し緩やかする必要があると思っておりまして、まだ電子入札には至っておらな

いのが現状です。また残しておりました入札の関係ですけれども、全部で２０業者案内をし

ておりまして、そのうちいらっしゃいましたのが２社いらっしゃっております。１社は契約

で応諾しておられます島根邑智地区本部さん、もう１社が三次自動車サービス株式会社口羽

工場がいらっしゃいます。金額的には、これは税抜きですけれども本来の入札価格ですけれ

ども、農協の方が８７８万円。三次自動車サービスさんの方が８８３万７千円となっており
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ます。 

●議長（辰田直久） 他にございませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第８９号の質疑を終わります。これより議案の討

論、採決に入ります。議案第８９号に対する反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わりこれより採決に入ります。議案第８９号

に賛成の方の挙手をもとめます。 

（挙手多数） 
●議長（辰田直久） はい、賛成多数、したがって、議案第８９号、財産の取得につきましては

原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第５ 閉会中の継続審査・調査の付託 

●議長（辰田直久） 日程第５、閉会中の継続審査、調査の付託についてを、議題といたします。 
各委員長よりお手元に配付しておりますとおり、閉会中の継続審査、調査の申し出がござい

ました。お諮りをいたします。各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続審査、調査

に付することに、ご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとおり、これを閉

会中の継続審査、調査に付することに決定をいたしました。 
 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第６ 議員派遣について 

●議長（辰田直久） 日程第６、議員派遣についてを、議題といたします。お諮りをいたします。

邑南町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配布のとおり、議員を派遣いたした

いと存じます。これに、ご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣につきましては、お手元に配

布のとおり、議員を派遣することに決定をいたしました。 
～～～～～～～○～～～～～～～ 

閉会宣告 
●議長（辰田直久） 以上で、本定例会に付議されました案件は全て議了

ぎりょう

いたしました。お諮り

をいたします。本定例会に付議されました案件は全て議了
ぎりょう

いたしましたので、本日をもって
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閉会といたしたいと思います。これにご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。本定例会は本日をもって閉会することに決定をいた

しました。以上をもちまして、本日の会議を閉じます。これをもちまして、平成２８年第５

回邑南町議会定例会を閉会といたします。大変ご苦労さまでした。 

●三上局長（三上直樹） 失礼いたします。９月の定例会につきましては、９月５日月曜日開会

予定とされましたのでよろしくお願いをいたします。 

●議長（辰田直久） 一応の予定でございますので、変更になる可能性もございますことをご了

承いただきたいと思います。 
―― 午前１１時１４分 閉会 ―― 
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